
 

４月末に３回目の緊急事態宣言が発令されましたが、新型コロナウイルス感染症の脅威はとどまるところを知りません。新学期

から二か月が過ぎ、子どもたちもやっと少しずつ新しい暮らしやクラスにも慣れてきた中での緊急事態宣言延長となり、戸惑いも

ありますが、今後も感染予防を徹底しながら学習保障をおこなってまいりますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

これからは、梅雨の時期に入ります。コロナだけでなく、体調を崩さず元気に学校生活が送れるよう、 

ご家庭でも規則正しい生活の徹底をお願いします。 

大阪でも新型コロナウイルス感染防止について３回目の緊急事態宣言が発令されました。昨年１回目の時は、臨時休

校や分散登校を行ないましたが、現在は感染リスクの高い活動は実施しないものの通常形態の授業を継続しています。

これは、子どもが重篤化しにくいということから、文部科学省をはじめ府教育庁からもできるだけ生徒児童の教育活動

に支障が出ないように配慮するという方針からの対応です。 

また、校内で新型コロナウイルス感染者が出て、臨時休業が必要な場合でも、保健所等と相談のうえ、学級閉鎖や学

年閉鎖という必要最小限の範囲での対応をとり、保護者への周知についても当該学級や学年のみ行なうこととしていま

す。学校内でクラスターが発生するなどの場合のみ、学校閉鎖をおこない、ホームページ等でお知らせいたします。 

児童が新型コロナウイルスに感染した場合、その後の学校生活において、誹謗中傷があったり、逆に迷惑をかけて申

し訳ないという感情に悩まされたりするなど、当然人に知られたくないという思いが強いのが現状です。そのような思

いでいる子どもたちが、登校や学校生活に支障が出ないような対応を出来る限り行っていきたいと考えています。 

今後も感染予防を徹底しながら学習保障をおこなってまいります。また一部学校行事を中止または変更することもあ

りますが、子どもたちの安心した笑顔を一日でも早く取り戻せるように、教職員一丸となって、学校運営に取り組んで

まいりますので、何卒、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。         

東山小学校 校長 和中 克仁 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

       

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 号（校長室だより） 

令和３年５月３１日 

貝塚市立東山小学校 

あいさつする子 
しっかり学ぶ子 
たのしく遊ぶ子 

 

≪すくすくウォッチと全国学力・学習状況調査実施≫ 
（5/27） 

≪集団下校訓練≫（5/2６） 
 

 緊急事態宣言下ですが、大雨のシーズン前に、集団下校訓

練を行いました。地震、台風、コロナ等でいつ急な下校が必

要となっても、子どもたちが慌てないように、訓練を行いま

した。 

14の下校班と「なかよし」 

に行くグループごとに分かれ,  

先生が付き添って下校しました。 

１年生は初めての経験でしたが、 

上級生について、戸惑うことなく 

一生懸命訓練を行っていました。 

 
① 6 月 6 日（日）の運動会は、延期となりましたが、

通常の授業（1 時間目から 4 時間目）を行います。
昼食なしで、12:25 下校となります。延期後の開
催日は、１１月７日（日）とします。 

② 6 月７日（月）は代休となります。 
③ ６月４日（金）は、運動会準備のため、１～５年

生は 13:30 下校でしたが、運動会延期のため通常
下校になります。詳しくは、各学年だよりで確認
してください。 

④ ６月４日（金）の PTA 運営委員会は、中止しま
す。次回は、７月６日（火）10:00～の予定です。 

 
※コロナウイルス感染状況により、変更する可能性があります。 

 

 

「すくすくウォッチ」とは、各教科の学力に加え、言葉の

力や文章や情報を読み取り考える力、様々な情報を活用する

力、そして、「見えない学力」 

と言われるねばり強さや好奇心 

などを育むために大阪府が、今年 

５，６年生を対象にはじめた 

取り組みです。５年生は、「すく 

すくウォッチ」のみを行い、 

６年生は「全国学力・学習状況 

調査」とあわせて行いました。  

≪ヤングケアラーとは…？≫ 

「ヤングケアラー」という言葉を 

最近よく聞くようになりましたが、 

皆さんはご存知ですか？ 

「ヤングケアラー」とは、家族にケア 

を要する人がいる場合に、大人が担う 

ようなケアの責任を子どもが引き受け、 

家事や家族の世話、介護、感情面の 

サポートなどを行っている１８歳未満の子どものことを言い

ます。 

厚生労働省と文部科学省は、去年 12月から今年 1月にかけ

て初めての実態調査を行いました。 

その結果、中学生のおよそ１７人に１人が「ヤングケアラ

ー」にあたることがわかりました。驚いたことに、自分の状

況について、「誰かに相談するほどの悩みではないから」と考

えて、相談した経験がない生徒が６割を超えていました。 

わたしたちの身近にも、「ヤングケアラー」であることを自

覚せずに暮らしている子どもたちがいるかも知れません。  

「ヤングケアラー」について正しく理解し、誰かに相談した

り助けを求めたりしてもいい状況であるということを認識す

ることが大切です。学校でも、子どもたちから発せられる SOS

のサインを見落とさないように注意を払っていきます。 
 

 

 

○通学路のゴミを拾って、分別していると、子どもが近寄り、 
「ご苦労様です。校長先生ありがとうございます。」と大きな 
声をかけてくれました。 
 

 

感謝の気持ちをきちんとあらわすこ
とができる子どもたちが、輝ける学校
にしていきます！！ 

家庭数配付 


